
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務【第27回】 「デリバティブ」   
（※デリバティブに関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 

【
S
T
E
P
２
】
 
時
価
評
価
 

【
S
T
E
P
１
】
 
相
場
変
動
の
相
殺
又
は
 

 
 
 
 
 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
固
定
化
の
有
無
 

【ＳＴＥＰ３】を検討する。 【ＳＴＥＰ２】を検討する。 
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デリバティブ取引は、相
場変動を相殺するもの
か？ 

ＹＥＳ 

デリバティブ取引は、
キャッシュ・フローを固定
化するものか？ 
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ＮＯ 
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デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、原則として時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、ヘッ
ジに係るものを除き、当期の純損益として処理する。 

【ＳＴＥＰ１】より 

ヘッジ会計の要件を充
たすか？ 

【ＳＴＥＰ４】を検討する。 

【ＳＴＥＰ２】を検討する。 
ＮＯ 

ＹＥＳ 

ヘッジ会計の要件 
 
 （１） ヘッジ取引時【事前テスト】 
  ① リスク管理方針の文書化 
  ② ヘッジ関係の文書化 
  ③ ヘッジ有効性の評価方法の明確化 
  ④ リスク管理方針への準拠性 
 
 （２） ヘッジ取引時以降【事後テスト】 
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ヘッジ会計とは、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識
されるまで純資産の部において繰り延べる方法である。この方法を「繰延ヘッジ」という。 
 
その他有価証券をヘッジ対象とするヘッジ取引の会計処理方法として、繰延ヘッジ以外にも「時価ヘッジ」という方法を選
択することができる。 
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ヘッジ会計適用後、以下のような事態が発生した場合、ヘッジ会計の適用を中止しなければならない。  
（１）当該ヘッジ関係が企業のヘッジ有効性の評価基準を満たさなくなった。 
（２）ヘッジ手段が満期、売却、終了又は行使のいずれかの事由により消滅した。 
  
上記（１）又は（２）の事態が発生した場合には、ヘッジ会計の中止時点までのヘッジ手段に係る損益又は評価差額は
ヘッジ対象に係る損益が純損益として認識されるまで繰り延べる。 
 
また、上記（１）の場合、ヘッジ会計の中止以降のヘッジ手段に係る損益又は評価差額は発生した会計期間の純損益に
計上しなければならない。  
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ヘッジ対象が消滅したとき又はヘッジ対象である予定取引が実行されないことが明らかになったときは、繰り延べられて
いたヘッジ手段に係る損益又は評価差額を当期の純損益として処理しなければならない。 


